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後
漢
中
期
の
政
治
と
枇
合
同

ー
ー
順
帝
の
卸
位
を
め
ぐ
っ
て
|
|

後
漢
王
朝
が
成
立
し
て
百
年
、
建
国
以
来
の
国
是
で
あ
る
経
術
主

義
も
、
後
漢
の
吐
曾
に
種
種
な
形
を
取
っ
て
、
影
響
を
及
ぼ
し
て
来

る
よ
う
に
な

っ
た
。
撃
聞
の
隆
盛
と
そ
の
功
罪
に
つ
い
て
は
、
顧
炎

①
 

武
を
は
じ
め
と
し
て
、
先
撃
の
言
及
さ
れ
た
も
の
も
多
く
あ
り
、
こ

一
言
に
し
て
こ
れ
を
蔽
え

こ
に
賛
言
を
費
す
に
も
お
よ
ば
な
い
が
、

ば
、
名
節
を
重
ん
ず
る
風
が
さ
か
ん
と
な
り
、
趨
教
主
義
の
政
治
瞳

制
が
貫
徹
し
た
。

し
か
し
そ
の
反
面
に
、
皐
問
の
中
毒
現
象
が
生
じ

た
。
そ
れ
と
一
方
で
は
、
儒
善
の
出
現
を
も
見
る
に
い
た
っ
た
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。

ま
た
こ
の
時
期
を
後
漢
政
治
史
の
上
か
ら
み
る
と
、
こ
れ
も
組
翼

@
 

以
来
言
わ
れ
て
レ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
天
子
が
少
く
し
て
死
ん
だ
た

狩

直

頑

野

め
、
幼
年
で
帝
位
に
陸
っ
た
り
、
或
い
は
外
藩
よ
り
入
っ
て
皇
位
を

織
ぐ
も
の
が
多
い
。
そ
の
結
果
皇
太
后
が
垂
簾
の
政
を
執
り
、
外
戚

が
横
暴
を
き
わ
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
そ
の
上
、
宣
官
が
政
治
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に
閥
係
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
後
漢
の
政
治
は
混
乱
に
陪
ち
入
っ
て

く
る
。こ

う
し
た
欣
態
は
、

い
わ
ゆ
る
名
節
涯
・
理
教
濃
か
ら
見
る
と
、

ま
さ
に
憂
う
べ
き
こ
と
で
、
事
態
を
匡
救
し
よ
う
と
し
て
、
多
く
の

議
論
が
闘
わ
さ
れ
た
。
そ
し
て
地
方
か
ら
儒
教
の
拳
問
と
買
践
を
通

じ
て
進
出
し
て
来
て
、
後
漢
王
朝
の
官
僚
と
な
っ
た
豪
族
の
代
表
達

は
、
貫
際
活
動
を
も
起
す
に
い
た
っ
た
。
こ
の
現
象
は
、
や
が
て
後

漢
末
の
黛
鋼
の
獄
に
ま
で
連
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
兎
も
角
と

し
て
、
後
漢
一
代
を
遇
し
て
、
順
帝
か
ら
桓
帝
の
治
世
に
か
け
て
の

時
期
ほ
ど
、
政
治
を
め
ぐ
っ
て
の
活
設
な
議
論
が
出
さ
れ
た
時
は
な



か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
政
治
の
混
乱
と
い
う
現
象
が
あ
っ
た
に

せ
よ
、
後
漢
の
皐
問
隆
盛
の
一
つ
の
現
れ
で
あ
る
と
も
見
ら
れ
よ

う
私
は
嘗
て
「
後
漢
時
代
地
方
豪
族
の
政
治
生
活
!
韓
矯
張
氏
の
場

(
史
泉
第
二
二
親
)
に
お
い
て
、
一
地
方
豪
族
の
父
子
二
代

の
活
動
を
通
し
て
、
和
帝
・
順
帝
の
治
世
に
彼
ら
が
中
央
政
治
と
ど

の
よ
う
に
関
係
し
て
い
っ
た
か
を
考
察
し
た
。
こ
の
稿
に
於
い
て

は
、
宮
廷
内
か
ら
そ
の
時
代
の
政
治
・
祉
曾
・
拳
聞
の
動
き
を
見
て

.• 

メL
日行

き
た
い
と
思
う
。

私
は
こ
の
稿
を
「
後
漢
王
朝
が
瑛
立
し
て
百
年
」
と
い
う
言
葉
で

書
き
出
し
た
が
、
買
は
順
帝
が
即
位
し
た
の
は
、
光
武
帝
が
後
漢
王

朝
を
起
し
て
丁
度
百
年
目
に
あ
た
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
順
帝
の
卸

305 

位
に
は
、
複
雑
な
事
情
が
か
ら
み
合
っ
て
い
た
。

光
武
帝
に
は
郭
・
陰
の
ニ
皇
后
が
あ
っ
た
。
郭
皇
后
は
河
北
異
定

の
人
で
あ
り
、
陰
皇
后
は
帝
と
同
郷
の
河
南
南
陽
の
出
身
で
あ
る
。

帝
は
最
初
長
子
で
あ
る
彊
(
母
は
郭
皇
后
)
を
皇
太
子
と
し
た
が
、

郭
后
を
醸
し
た
後
は
、
陰
氏
の
生
ん
だ
第
四
子
に
あ
た
る
荘
を
後
嗣

と
定
め
た
。
こ
れ
が
二
代
皇
帝
明
帝
で
あ
る
。
明
帝
の
後
は
長
嗣
子

章
帝
が
卸
位
し
た
が
、
章
帝
在
位
中
に
ま
た
も
や
慶
太
子
事
件
が
起

っ
た
。章

帝
の
皇
后
賀
氏
は
、
扶
風
の
豪
族
で
、
後
漢
開
園
の
功
臣
賞
融

の
曾
孫
で
あ
っ
た
。
所
が
章
帝
と
皇
后
の
聞
に
は
子
供
が
な
か
っ

た
。
一
方
、
帝
は
宋
貴
人
・
梁
貴
人
と
の
聞
に
そ
れ
ぞ
れ
子
供
を
も

う
け
、
宋
貴
人
の
子
慶
を
皇
太
子
に
定
め
た
。
賓
皇
后
は
こ
れ
を
嫉

妬
し
、

か
つ
は
外
戚
と
し
て
の
自
己
の
立
場
を
固
め
る
た
め
、
宋
貴

梁
貴
人
の
子
肇
を
養
子
に
な

@
 

し
、
皇
太
子
慶
を
麗
し
て
清
河
王
に
封
じ
、
あ
ら
た
に
肇
を
皇
太
子

の
位
に
つ
け
た
。
こ
の
時
に
あ
た
っ
て
、
貸
皇
后
の
意
を
承
け
て
暗

躍
し
、
宋
貴
人
に
毒
薬
を
飲
む
に
い
た
ら
し
め
た
の
が
、
紙
の
護
明

人
を
、

つ
い
で
梁
貴
人
を
謂
殺
し
、
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で
有
名
な
官
官
察
倫
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
清
河
王
慶
こ
そ
、
買

は
順
帝
の
祖
父
に
あ
た
る
。
順
帝
は
か
く
出
生
以
前
か
ら
数
奇
の
運

命
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
章
帝
は
慶
を
麗
し
た
と
は
言
え
、
こ
れ
を
非
常
に
憐
み
、
ま

た
慶
も
孝
恭
で
撃
聞
に
も
優
れ
て
い
た
の
で
、
皇
太
子
と
同
等
の
待

@
 

遇
に
興
っ
た
。
章
帝
の
後
四
代
皇
帝
に
立
っ
た
の
が
和
帝
、
即
ち
梁

貴
人
の
子
肇
で
あ
る
。
和
帝
の
皇
后
都
民
は
清
河
王
慶
の
子
(
後
の
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安
帝
〉
を
愛
し
、
嫡
母
の
秋
貴
人
と
と
も
に
こ
れ
を
手
許
に
置
い
て

養
育
し
た
。
安
帝
の
貫
母
は
左
姫
で
あ
る
。

和
帝
が
裂
す
る
と
、
子
の
蕩
帝
が
嗣
ぐ
e

生
後
百
徐
日
の
赤
見
で

あ
る
。
在
位
入
ヶ
月
で
残
す
る
。
和
帝
の
長
子
は
勝
と
い
い
、
卒
原

王
に
封
ぜ
ら
れ
る
が
、
先
天
的
鹿
疾
者
と
み
な
さ
れ
て
い
て
、
和
帝

泊
以
後
も
即
位
し
な
か
っ
た
。
所
が
卒
原
王
勝
の
鹿
疾
に
つ
い
て
は
疑

問
の
軸
も
あ
り
、
周
章
と
い
う
者
な
ど
は
、
そ
の
疾
は
先
天
的
な
も

の
で
な
く
、
治
癒
し
う
る
も
の
と
し
て
帝
位
に
つ
く
も
可
な
り
と
の

読
を
立
て
、
蕩
帝
政
後
、
卒
原
王
擁
立
運
動
を
起
し
た
り
し
た
。

か
し
章
の
説
は
い
れ
ら
れ
ず
、
部
太
后
の
一
涯
が
、

「
前
既
不
立
、
恐
後
矯
怨
、
」
(
後
漢
書
培
三
十
三
周
章
停
)
と
な

し
清
河
王
の
子
粛
を
急
ぎ
位
に
卸
け
た
。
こ
れ
が
後
漢
の
安
帝
で
あ

り
、
ま
だ
十
三
歳
の
少
年
で
あ
っ
た
。
以
上
の
閥
係
を
示
せ
ば
左
の

通
り
で
あ
る
。

郭
皇
后

一一l
東

海

王

彊

左

姫

l

一
李
貴
人
-
買

光
武
帝
ハ
一
崎

太

子

)

宋

貧

人

i

一l清
河
王
町
宇
一
l

安

帝

i
一
服

一
一
説
崎
皇
』
ー
一
章

夫

秋

貴

人

1

一
〔
闘
皇
后
〕

陰
皇
F

1

一
買
貴
人

一
〔
塑
呈
「
一
1

和

帝

11
卒
原
王
勝
(
母
不
詳
)

梁
貴
人
ム
〔
周
到
皇
后
〕

一一l
務

帝
(
母
不
詳
)

嘗
然
郵
太
后
が
播
政
と
な

っ
た
。
部
氏
が
勢
力
を
伸
ば
す
第
一
の
布

石
で
あ

っ
た
。

元
初
二
年
(
一
一
五
)
、
安
帝
の
後
宮
に
あ
っ
た
李
氏
が
皇
子
を

も
う
け
た
。
誌
を
保
と
い
う
。
後
の
順
帝
で
あ
る
。
同
じ
年
、
貴
人

閣
氏
が
皇
后
に
立
て
ら
れ
た
。
閣
氏
は
河
南
の
人
で
あ
り
、
郵
皇
太

后
と
は
次
の
よ
う
な
関
係
で
結
ぼ
れ
て
い
た
。
印
ち
、
郵
皇
太
后
の

し

兄
弘
、
彼
は
欧
陽
尚
書
を
治
め
て
、
安
帝
に
講
義
し
た
こ
と
も
あ
る

-'-70ー

が
、
こ
の
弘
の
妻
と
、
閣
后
の
母
と
が
姉
妹
で
あ
っ
た
。

帝

閤
皇
后

一一
安

帝



閤
皇
后
も
亦
嫉
妬
深
く
、
李
氏
を
鳩
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
事

件
が
い
つ
ご
ろ
起
っ
た
の
か
詳
に
し
な
い
が
、
皇
子
保
が
生
れ
て
間

も
な
い
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

彼
は
祖
父
の
清
河
王
慶
と
同
じ
よ
う

に
、
母
を
正
皇
后
に
奪
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
一。
母
を
失
っ
た
保
は
郵

皇
太
后
の
手
に
養
育
さ
れ
て
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
宜

官
曹
臨
臓
が
そ
の
拳
友
と
な
っ
て
い
た
。
騰
は
宣
官
で
は
あ
る
が
、
後

漢
書
室
者
停
に
よ
れ
ば
、
身
を
持
す
る
ζ
と
巌
で
、
多
く
の
著
名
人

を
世
に
出
し
て
い
る
。
宜
官
と
い
う
言
葉
か
ら
受
け
る
感
じ
の

λ
物

と
は
臭
っ
て
い
る
。
な
お
つ
け
加
え
る
な
ら
騰
は
三
園
貌
の
曹
操
の

養
祖
父
に
あ
た
る
。

安
帝
に
は
保
の
外
に
子
が
な
か
っ
た
の
で
、
永
寧
元
年
(
一
二

O
)

四
月
、

六
歳
の
保
が
皇
太
子
に
立
っ
た
。

保
が
生
れ
て
瀦
五
年
の

問
、
朝
廷
に
は
楊
震
・
李
部
・
張
括
・
哀
倣
な
ど
と
い

っ
た
人
た
ち

が
、
九
卿
に
任
命
さ
れ
て
来
て
い
る
。
そ
れ
と
も
う
一
つ
注
目
さ
れ

る
の
は
、
郵
太
后
が
皇
室
や
貴
族
の
一
門
の
子
弟
の
た
め
に
皐
校
を

聞
い
た
こ
と
で
あ
る
。
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「
元
初
六
年
(
一
一
九
)
、
(
郵
)
太
后
詔
、
徴
和
帝
弟
関
北
河
間

王
子
男
女
年
五
歳
以
上
四
十
徐
人
、
又
部
氏
近
親
子
孫
三
十
鈴
人
、

並
震
開
邸
第
、
教
撃
経
書
、
朗
自
監
試
、
尚
幼
者
使
置
師
保
、
朝

タ
入
宮
、
撫
循
詔
一導、

一恩
愛
甚
渥
、
」
〔
後
漢
書
巻
十
上
和
世
間
部
皇

后

紀

)

勿
論
こ
れ
に
は
先
例
が
あ
っ
た
。

明
帝
の
皇
后
馬
氏
が
永
卒
九
年

(
六
六
)
に
、
外
戚
奨
氏
・
郭
氏
・
陰
氏
・
馬
氏
の
子
弟
の
た
め
に

五
経
博
士
会
」
置
い
て
、
撃
聞
を
習
得
さ
せ
た
こ
と
で
、
郵
太
后
も
こ

れ
む
倣
う
た
わ
け
で
あ
る
。
皇
后
が
こ
の
時
従
兄
り
河
南
安
部
豹
・

越
騎
校
尉
郵
康
等
に
示
し
た
詔
書
に
は
、
時
の
風
俗
の
浅
薄
に
し

て
、
五
経
の
衰
炊
せ
る
を
嘆
じ
、
あ
わ
せ
て
彼
ら
貴
族
の
子
弟
が
安

易
に
流
れ
、
家
を
破
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
事
校
を
設
け
た
と
述
べ
て

-71一

い
る
。
な
お
事
校
が
こ
の
年
に
聞
か
れ
た
の
は
、
保
、
前
五
歳
に
な
り

(
補
)

な
が
ら
、
皇
太
子
に
立
っ
て
い
な
い
こ
と
と
関
係
が
あ
ろ
う
。

」
の
詔
書
中
に
見
え
る
横
北

・
河
聞
の
二
王
と
は
、

い
ず
れ
も

章
帝
と
申
貴
人
の
聞
に
生
れ
た
子
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
時
招
集
さ

れ
た
漕
北
王
の
子
の
中
に
は
、

の
ち
に
述
べ
る
ご
と
く
、
保
が
皇
太

子
を
慶
さ
れ
て
し
ま
い
、
皇
太
子
が
な
い
ま
ま
に
安
帝
が
死
ん
だ
乙

き
帝
位
を
縫
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
少
帝
鵠
が
い
た
で
あ
ろ
う
。
少
帝
蕗

の
年
齢
は
不
明
で
あ
る
が
、
少
帝
と
い
う
誼
か
ら
考
え
て
、
彼
が
保

(
順
帝
〉
と
同
年
輩
の
少
年
で
あ
る
こ
と
が
珠
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
ま
た
河
間
王
の
子
の
中
に
は
卒
原
王
|
|
先
に
述
べ
た
先
天
的
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躍
疾
者
の
後
を
嗣
が
せ
ら
れ
た
翼
も
い
た
。
翼
は
と
く
に
郵
后
の
寵

を
得
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
彼
の
子
は
後
に
位
に
却
い
て
桓
帝
と

、
。

、iv
、4
4

さ
ら
に
は
翼
の
弟
で
璽
帝
の
祖
父
に
あ
た
る
淑
も
こ
の
中
に

い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

章
帝

一
鴻
1

質
帝

|
千
乗
王
侃
|
寵
ー
ー
一
等

清
河
王
慶
|
安
帝

ー
和
帝

1
1卒
原
王
勝
H
得
H
繋
|
桓
帝

「
務
帝

-
済
北
王
簿
l
少
帝
慾

一
一
|
河
問
主
関

j
l翼

「
解
漬
亭
侯
淑
1

蔓
|
盤
帝

こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
五
歳
の
幼
児
保
自
身
に
は
、
そ
の
よ
う

な
意
識
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、

か
れ
の
ラ
イ
バ
ル
と
も
い
う
べ

き
人
び
と
が
、
多
く
京
師
に
上
っ
て
来
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、

か
れ
ら
自
身
以
上
に
、
こ
れ
ら
皇
子
・
王
子
を
取
り
囲
む
者
た
ち
の

中
に
、
多
く
の
暗
闘
が
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
以
上
が
順
帝
生

後
、
立
太
子
ま
で
の
主
な
事
件
で
あ
る
。
因
に
言
え
ば
、
保
が
太
子

に
立
つ
よ
り
一
ヶ
月
前
に
酒
北
王
需
が
死
に
、
保
の
立
太
子
後
四
日

目
に
し
て
、
翼
が
卒
原
王
に
封
じ
ら
れ
た
。

四

保
が
皇
太
子
と
な
っ
た
翌
年
、
郎
ち
彼
が
七
歳
の
時
都
太
后
が
死

ん
だ
。最

初
、
郵
太
后
は
周
章
ら
群
臣
の
反
封
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
卒
原
王
を
先
天
的
鹿
疾
者
と
し
て
和
帝
の
後
を
嗣
が
し
め
ず
、

安
帝
を
立
て
て
己
の
意
の
ま
ま
に
こ
れ
を
動
か
そ
う
と
し
た
の
で
あ

る
が
、
帝
は
生
長
す
る
と
必
ず
し
も
后
の
意
志
遁
り
に
は
動
か
な
く

工
っ
こ
。

チ

'

ナ

ー
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「
帝
少
挽
聴
明
、
故
都
太
后
立
之
、
及
長
、
多
不
徳
、
梢
不
可
太

后
意
、
」

「
多
不
徳
」
の
三
字
は
文
字
通
り
、
人
倫
の
徳
を
破
る
行
矯
と
の
み
解

す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
十
三
歳
で
即
位
し
た
帝
も
、
順
帝
が

生
ま
れ
た
時
に
は
二
十
二
歳
に
な
っ
て
い
る
。
青
年
安
帝
に
郵
太
后

の
意
に
叛
く
行
動
が
あ
っ
た
と
し
て
も
嘗
然
で
あ
ろ
う
し
、
そ
う
し

た
事
柄
を
含
め
て
「
多
不
徳
」
の
表
現
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
向
に
帝
に
親

と
こ
ろ
で
郵
太
后
は
安
帝
が
成
人
と
な
っ
て
も
、

政
を
行
な
わ
せ
る
様
子
が
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
彼
女
は
安
帝
に

は
従
兄
弟
に
賞
る
済
北
王
・
河
間
王
の
子
を
京
師
に
徴
し
て
お
り
、



と
く
に
河
間
王
の
子
翼
は
彼
女
の
寵
を
得
て
卒
原
王
の
後
を
嗣
い
で

い
る
。
郵
太
后
は
、
か
つ
て
は
卒
原
王
勝
と
彼
を
推
す
一
涯
を
抑
え

て
蕩
帝
を
、
さ
ら
に
安
帝
を
位
に
即
け
、
今
度
は
逆
に
卒
原
王
勝
と

は
直
接
血
縁
こ
そ
な
い
け
れ
ど
、
そ
の
祭
杷
を
奉
ず
る
翼
を
寵
愛
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
保
は
皇
太
子
の
位
に
あ
る
と
は
い
っ
て
も
、
そ

の
位
置
は
極
め
て
不
安
定
で
あ
っ
た
。
都
氏
が
そ
の
政
権
を
維
持
す

る
た
め
、
鹿
立
を
行
う
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
強
測
を
行
う
も
の
が

現
れ
、
叉
郵
太
后
が
潜
か
に
鹿
帝
の
故
事
を
調
べ
さ
せ
、
卒
原
王
翼

を
立
て
よ
う
と
し
て
い
伊
と
の
噂
が
聞
え
て
来
た
。

こ
う
し
た
一
連
の
動
き
に
謝
し
て
、
郵
氏
の
中
に
も
反
省
の
撃
を

奉
げ
る
も
の
が
見
出
さ
れ
る
。
越
騎
校
尉
郵
康
が
そ
の
人
で
あ
る
。

彼
は
し
ば
し
ば
太
后
に
上
書
し
て
公
室
を
寧
び
私
植
を
損
ぜ
ん
こ
と

を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
意
見
は
聞
か
れ
ず
、
却
っ
て
康
は
属

籍
を
紹
た
れ
る
に
い
た
っ
た
。
も
っ
と
も
そ
の
た
め
に
、
康
は
郵
氏

族
議
の
際
に
は
そ
の
繭
を
ま
ぬ
か
れ
、
順
帝
の
世
に
太
僕
と
な
り
世

聞
か
ら
重
ん
ぜ
ら
れ
た
。

さ
て
こ
の
様
に
、
都
民
一
門
の
中
か
ら
も
反
省
の
聾
が
出
る
程
で

あ
っ
た
が
、
と
く
に
麗
立
の
噂
は
帝
を
め
ぐ
る
人
び
と
、
皇
后
閤
氏
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や
帝
の
乳
母
王
聖
及
び
こ
れ
に
連
る
宜
官
中
黄
門
李
閏
・
江
京
ら
を

刺
戟
し
こ
れ
を
恐
れ
さ
せ
た
。
彼
ら
は
事
ご
と
に
太
后
を
帝
に
譜
し

て
い
た
が
、
太
后
が
崩
ず
る
と
直
ち
に
郵
氏
覆
滅
の
計
童
が
廻
ら
さ

れ
、
結
局
郵
氏
は
族
諒
さ
れ
、
一
中
原
王
翼
も
毘
せ
ら
れ
て
都
郷
侯
と

な
り
、
腸
園
し
て
閉
門
自
守
し
て
わ
ず
か
に
死
を
克
る
を
得
た
。
こ

の
郵
氏
珠
滅
事
件
に
謝
し
て
の
朝
廷
内
外
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
前

掲
拙
稿
で
述
べ
た
の
で
、
こ
こ
に
は
燭
れ
な
い
。

五

安
帝
親
政
に
よ
っ
て
皇
后
閤
氏
を
は
じ
め
、
王
聖
・
李
閏
・
江
京

73-

ら
が
勢
力
を
得
た
の
は
首
然
で
あ
ろ
う
。

て
、
あ
ら
そ
っ
て
修
虐
を
な
し
、

彼
等
は
内
外
を
煽
動
し

「
(
王
聖
女
)
伯
祭
出
入
宮
披
、

待
遇
姦
賂
、
」
(
後
漢
書
巻
五
十

四
楊
震
停
〉

と
記
さ
れ
る
如
く
、
横
暴
な
振
舞
い
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
に
謝
し
て

諌
を
行
っ
た
楊
震
が
終
に
死
に
至
ら
し
め
ら
れ
た
こ
と
は
有
名
な
事

貫
で
あ
る
。
ま
た
安
帝
の
貫
母
秋
貴
人
の
一
門
も
栄
達
し
た
。

し
か
し
そ
の
一
面
安
帝
は
親
政
の
初
に
首
っ
て
賢
士
を
召
し
出

し
、
人
心
の
一
新
を
行
っ
た
。
こ
の
時
登
用
さ
れ
た
人
に
鴻
良
・杜
根

ら
が
あ
る
。
か
れ
ら
の
中
に
は
外
戚
郵
氏
に
反
封
し
て
野
に
退
き
、
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不
遇
で
あ

っ
た
人
が
い
る
。
後
漢
書
巻
四
十
六
陳
忠
俸
を
み
る
と

「
安
帝
始
親
朝
事
、

(陳
)
忠
以
矯
臨
政
之
初
、
宜
徴
鴨
賢
才、

以
宣
助
風
化
、
数
上
薦
隠
逸
及
直
道
之
土
潟
良

・
周
壁
・
社
根
・

成
捌
世
之
徒
、」

と
あ
る
。
彼
ら
は
反
郵
氏
リ
反
外
戚
の
意
味
で
や
は
り
盟
教
涯
と
見

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

陳
忠
は
浦
圃
の
人
。

司
空
陳
寵
の
子
で
、
陳
氏
は
法
律
に
詳
し
い

家
柄
で
あ
る
。
忠
は
永
初
中
(
一

O
七
J
ご
ニ
)
に
司
徒
府
に
辞
さ

①

@

 

れ
、
三
遷
し
て
廷
尉
正
と
な
っ
た
。
つ
い
で
司
徒
劉
慢
に
法
律
に
明

な
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
て
尚
書
に
擢
拝
さ
れ
、
断
獄
を
主
知
す
る

公
曹
尚
書
に
居
ら
し
め
ら
れ
た
。

元
初
二
年
(
一
一
五
)
J永
寧
元

年
(
一
二

O
)
の
聞
の
こ
と
で
あ
る
。

」
の
陳
忠
が
安
帝
に
推
薦
し
た
人
び
と
の
中
、
杜
根

・
成
捌
世
ら

は
都
民
に
う
と
ん
ぜ
ら
れ
て
い
た
。
杜
根
は
河
南
頴
川
の
人
で
、
、
氷

初
元
年
に
孝
廉
に
察
、
げ
ら
れ
て
郎
中
と
な

っ
た
が
、
彼
は
同
時
郎
と

共
に
土
書
し
て
、

部
太
后
は
安
一帝
に
政
を
踊
す
べ
き
で
あ
る
と
諌

め
、
捕
え
ら
れ
て
殺
さ
れ
る
所、

詐
り
死
し
て
三
日
目
に
逃
れ
婦

っ

た
と
い
う
。
成
捌
世
も
卒
原
の
郡
吏
の
身
で
郵
后
に
政
を
踊
す
こ
と

を
諌
め
て
罪
せ
ら
れ
て
い
た
。

」
の
よ
う
に
安
帝
親
政
の
際
、
そ
の
周
園
に
は
閣
氏

・
王
聖
等
外

戚

・
宣
官
と
陳
忠
ら
に
代
表
さ
れ
る

正
論
涯
と
が
存
し
た
わ
け
だ

が
、
前
者
の
横
暴
は
甚
し
く
、
陳
忠
は
指
紳
先
生
論
を
造

っ
て
こ
れ

を
諌
め
た
と
レ
ぅ
。

ー..._J、

か
く
の
如
く
勢
威
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
閤
氏
一
波
に
と
っ
て
、

部
氏
な
く
、
卒
原
王
失
脚
後
、
自
の
上
の
こ
ぶ
と
な
る
の
は
、
皇
后

の
所
生
で
な
く
、
そ
の
生
母
を
自
ら
の
手
で
殺
し
た
皇
太
子
保
で
あ

- 74-

ろ
う
。
太
子
を
躍
さ
ん
と
す
る
動
き
は
着
着
と
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
っ

た
。
か
く
て
延
光
三
年

三
二
四
)
を
迎
え
た
。
順
帝
十
歳
の
時
で

あ
る
。
ま
ず
三
月
に
、
朝
廷
に
あ
っ
た
骨
組
の
巨
大
尉
楊
震
が
職
を

克
ぜ
ら
れ
自
殺
し
た
。
そ
の
一
異
に
は
欧
氏
・
宣
官
焚
豊
ら
の
策
謀
が

あ
っ
た
。

そ
し
て
そ
の
九
月
、
皇
太
子
保
が
麗
さ
れ
て
酒
陰
王
に
お

と
さ
れ
た
。

後
漢
書
安
帝
紀
に
は
、

「
九
月
丁
酉
、
鹿
皇
太
子
保
、
矯
酒
陰
王
、
」

し
か
し
、
そ
の
背
後
に
は
安
帝
側

近
涯
の
政
権
確
保
の
動
き
が
あ
り
、
直
接
の
動
機
と
し
て
は
、
安
帝

の
十
三
字
を
記
す
だ
け
で
あ
る
。

の
乳
母
と
皇
太
子
の
乳
母
及
び
か
れ
ら
を
取
り
巻
く
宜
官
と
の
衝
突



が
掌
げ
ら
れ
る
。
そ
の
経
緯
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

「
延
光
三
年
皇
太
子
が
驚
病
に
か
か
っ
て
阿
母
王
聖
の
第
に
行
っ

た
ニ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
王
聖
は
野
王
君
に
封
じ
ら
れ
、
得
意

紹
頂
の
時
で
あ
っ
て
、
第
宅
も
新
に
作
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

そ
の
邸
に
皇
太
子
保
が
行
啓
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
太
子
の
乳
母

@
 

王
男
・
厨
監
郡
吉
ら
が
、
こ
の
邸
宅
は
土
禁
を
犯
し
て
い
る
か
ら
、

皇
太
子
は
こ
こ
に
永
く
お
る
べ
き
で
な
い
と
思
い
、
こ
の
二
人
と
玉

つ
い
に
王
聖
側
は
王
男
ら
を
幽

聖
ら
と
の
聞
に
宇
論
が
行
な
わ
れ
、

死
さ
せ
る
に
い
た
っ
た
。
」

こ
の
こ
と
は
後
漢
書
巻
十
五
来
歴
停
、
及
び
太
卒
御
質
巻
九
十

引
績
漢
書
に
見
え
る
。

こ
れ
が
前
に
言
っ
た
如
く
延
光
三
年
(
順
帝
十
歳
〉
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
先
に
は
生
後
間
も
な
く
貰
母
に
別
れ
、
今
ま
た
乳
母
を
殺
さ

れ
た
少
年
保
が
、
士
口
・
男
の
こ
と
を
思
い
歎
息
を
輩
し
た
の
も
無
理

か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
王
聖
一
涯
は
そ
の
歎
息
に
す
ら
後
踊

を
感
じ
、
皇
太
子
を
鹿
さ
ん
と
し
て
、
中
傷
を
行

っ
た
。

こ
こ
に
皇
太
子
を
鹿
す
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
の
曾
議
が
宮
中
に

⑪
 

招
集
さ
れ
、
九
卿
以
上
の
者
が
出
席
し
た
。
慶
太
子
涯
の
主
要
な
地

311 

位
を
占
め
る
耽
氏
出
身
の
大
将
軍
歌
賓
は
、
帝
の
旨
を
承
け
て
太
子

鹿
す
べ
き
の
意
見
を
述
べ
た
。
王
聖
ら
の
謹
言
を
信
じ
た
わ
け
で
、

そ
の
内
容
は
今
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

一
種
取
賓
の
妹
は
安
帝
の

父
清
河
王
慶
の
王
妃
で
あ
っ
た
。
故
に
安
帝
に
取
っ
て
は
伯
父
に
嘗

る
わ
け
で
、
順
帝
と
も
閥
係
は
深
い
。
た
だ
し
安
帝
の
貰
母
ほ
前
に

も
述
べ
た
如
く
、
健
矯
円
四
川
省
)
の
人
左
姫
で
あ
り
、
こ
の
よ
う

に
天
子
と
皇
太
后
、
或
は
王
子
と
王
太
妃
が
血
縁
で
結
ぼ
れ
て
い
な

い
所
に
も
、
宮
廷
の
人
事
関
係
の
複
雑
さ
が
あ
る
。

さ
て
秋
賓
の
説
に
謝
し
て
、
太
僕
来
歴
・
太
常
桓
荒
・
廷
尉
張
倍

ら
が
反
封
の
意
見
を
述
べ
、
光
雄
勤
職
調
・
宗
正
劉
建
・
勝
作
大
匠

扉
陪
ら
も
こ
れ
に
興
し
た
。

~ 75 = 

衆
歴
は
南
陽
新
野
の
人
。
後
漢
建
園
の
功
臣
で
、
光
武
と
も
姻
戚

関
係
の
あ
っ
た
来
教
の
曾
孫
で
あ
る
。

桓
膏
は
欧
陽
尚
書
家
桓
祭
の
孫
で

(
註
①
参
照
〉
、

太
子
少
停
に

任
ぜ
ら
れ
て
しい
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

張
賠
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿
で
述
べ
た
。

来
歴
な
ど
の
意
見
は
、

「
経
説
、
年
未
満
十
五
、
過
悪
不
在
其
身
、
且
男
士
口
之
謀
、
皇
太

子
容
有
不
知
、
宜
選
忠
良
保
停
、
輔
以
瞳
儀
、
鹿
置
事
重
、
此
誠

(
後
漢
書
巻
十
五
来
歴
侍
υ

聖
恩
所
宜
宿
留
、
」



312 

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
経
に
説
く
な
ら
く
と
い
う
の
は
、
公
羊

停
に
よ

っ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
王
先
謙
は
、

「
昭
二
十
三
年
公
羊
停
、
ヰ
ア
氏
立
王
子
朝
、
何
休
注
、
弔
ア
氏
授
、

王
子
朝
不
医
者
、
年
未
満
十
歳
、
未
知
欲
富
貴
、
不
嘗
座
、
明
罪

在
伊
氏
、
:
:
:
蓋
漢
時
治
経
者
、
奮
有
此
説
、
故
来
歴
等
援
之
、

以
字
酒
陰
玉
、
何
休
接
之
、
以
詰
王
子
朝
耳
、
」
(
後
漢
書
集
解
〉

と
述
べ
て
い
る
。
王
先
譲
に
よ
れ
ば
、
こ
の
語
は
嘗
時
の
経
撃
者
の

間
で
使
わ
れ
て
い
た
も
の
で
、
そ
れ
が
公
羊
に
取
り
入
ら
れ
た
の
は

何
休
以
後
で
、
こ
の
場
合
必
ず
し
も
公
羊
停
に
よ
っ
た
と
す
る
必
要

⑪
 

は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
よ
う
に
議
論
が
分
れ
た
が
、
来
屋
な
ど
の
意
見
は
用
い

⑫
 

ら
れ
ず
、
皇
太
子
は
麗
さ
れ
て
潤
陰
王
に
お
と
さ
れ
、
東
宮
に
仕
え

て
い
た
人
び
と
は
朔
方
等
の
透
境
に
徒
さ
れ
た
。

七

そ
の
後
も
こ
れ
ら
正
論
涯
の
人
達
は
、
皇
太
子
の
鹿
す
べ
か
ら
ざ

る
こ
と
を
訴
え
た
。
張
措
は
言
う
。

「
昔
賊
臣
江
充
遺
構
議
逆
、
至
令
戻
園
輿
兵
、
移
及
禍
難
、
後
壷

閥
三
老
一
言
、
上
乃
費
悟
、
難
迫
前
失
、
悔
之
何
逮
、
今
皇
太
子

未
見
保
侍
九
徳
之
義
、

宜
筒
賢
輔
、

就
民
聖

春
秋
方
始
十
歳
、

質
、
」
(
後
漢
書
巻
五
十
六
張
陪
停
)

郎
ち
前
漢
武
帝
が
戻
太
子
を
鹿
し
、
後
に
そ
れ
を
悔
い
、
議
言
し
た

も
の
を
罪
し
た
故
事
を
引
い
て
論
じ
た
の
で
あ
る
。
文
中
戻
園
と
は

鹿
太
子
戻
を
指
す
。
酷
は
績
い
て
皇
太
子
の
年
の
幼
い
こ
と
、
賢
人

を
選
ん
で
輔
導
し
、
そ
の
好
き
性
質
を
伸
ば
す
べ
き
で
あ
る
と
説
い

て
い
る
。
来
歴
と
張
暗
に
共
通
し
た
も
の
と
し
て
は
、

「
皇
太
子
は
ま
だ
幼
い
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
悪
い
こ
と
を
し

て
も
、
そ
れ
は
周
圏
の
も
の
の
責
任
で
あ
る
。
王
吉
等
内
官
の
輔

導
は
遁
嘗
で
な
か
っ
た
。
こ
の
際
雄
教
的
教
養
を
有
す
る
人
び
と
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に
よ
っ
て
、
輔
導
は
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
」

と
い
う
事
が
指
摘
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
張
惜
の
こ
の
奏
も
省
り
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て

反
封
運
動
も
亦
一
段
と
激
化
し
た
。
来
歴
は
光
雄
動
較
調
・
宗
正
劉

意
・
持
作
大
匠
障
措
・
侍
中
間
丘
弘
・
陳
光
・
趨
代
・
施
延
・
太
中

大
夫
朱
俣
・
第
五
額
・
中
散
大
夫
曹
成
・
諌
議
大
夫
李
尤
・
符
節
令

張
敬
・
持
書
侍
御
史
費
調
・
羽
林
右
監
孔
穎
・
城
門
司
馬
徐
崇
・
衛

尉
守
正
築
閣
・
長
築
未
央
厩
令
鄭
安
世
ら
十
徐
人
と
要
結
し
て
鴻
都

門
に
い
た
り
、
太
子
の
過
な
き
を
謹
し
た
。
叉
襲
調
は
法
律
の
上
か



ら
、
た
と
え
男
・
吉
が
罪
を
犯
し
た
と
し
て
も
、
皇
太
子
は
こ
れ
に

連
座
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
議
論
を
行
っ
た
ー

こ
こ
に
列
車
唱
し
た
人
物
に
つ
'い
て
、
そ
れ
が
い
か
な
る
経
歴
を
有

す
る
か
解
ら
な
い
も
の
多
く
、
叉
そ
れ
を
強
い
て
明
に
す
る
必
要
も

な
い
が
、
二
・
三
の
人
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

融
調
は
か
つ
て
楊
倫
(
註
①
参
照
)

-
張
陪
ら
と
郵
怖
の
府
に
降

さ
れ
て
い
た
。
こ
の
人
の
名
は
華
陽
園
志
に
も
見
え
(
巻
三
賓
漢
郡

僚
〉
、
恵
棟
は
後
漢
書
補
注
に
お
い
て
「
調
は
萄
の
慶
漢
の
人
な
り
」

と
い
う
が
、
そ
れ
は
誤
り
で
、
華
陽
園
志
の
文
章
で
は
、
贋
漢
太
守

に
任
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

施
延
は
浦
園
の
人
。
安
帝
親
政
後
、
有
道
孝
弟
の
土
を
以
て
侍
中

と
な
っ
て
い
た
。

朱
俣
は
註
①
に
も
見
る
ご
と
く
、

丁
鴻
の
門
生
で
陳
寵
の
故
吏
で

も
あ
り
「
能
読
経
書
而
用
心
桶
狭
心
と
評
さ
れ
た
。

李
尤
は
文
苑
俸
に
そ
の
名
が
見
え
る
。
慶
漢
錐
(
四
川
〉
の
人
。

買
謹
か
ら
司
馬
相
如
・
楊
雄
の
風
あ
り
と
言
わ
れ
、
劉
珍
ら
と
「
漢

e 
記
」
を
編
纂
し
た
。
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襲
調
も
華
陽
園
志
に
そ
り
名
が
見
え
る

の
人
で
あ
る
。

巴
郡
安
漢

(
巻
十
二
)
。

第
五
韻
は
後
漢
初
期
に
名
地
方
官
と
し
て
名
を
は
せ
た
第
五
倫
の

子
で
あ
り
、
曹
民
ば
有
名
な
女
流
撃
者
班
昭
の
子
で
、
女
誠
中
に
昭

が
「
恒
恐
子
穀
(
成
の
字
)
負
厚
清
朝
、
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
こ

の
属
の
こ
と
で
あ
る
。
母
が
郵
太
后
と
関
係
が
深
か
っ
た
た
め
閥
内

侯
に
封
じ
ら
れ
、
中
散
大
夫
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
鄭
安
世

は
鄭
輿
の
孫
、
鄭
衆
(
司
農
)
の
子
、

氏
春
秋
家
で
あ
る
。

来
歴
ら
の
要
請
に
謝
し
て
、
安
帝
及
び
そ
の
左
右
の
者
も
、

は
ど
の
よ
う
に
封
虞
す
る
か
窮
地
に
お
ち
入
っ
た
。
し
か
し
、
や
が

「
停
家
業
」
と
あ
る
か
ら
左時
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て
次
の
詔
書
が
出
さ
れ
た
。

「
父
子
一
種
、
天
性
自
然
、
以
義
割
恩
、
矯
天
下
也
、
歴
(
来
歴
〉

調
(
較
調
〉
等
不
識
大
典
、
市
輿
霊
小
共
矯
誰
語
、
外
見
忠
直
、

市
内
希
後
一
繭
、
飾
邪
違
義
、

路
、
故
且
一
切
偲
貸
、

査
事
君
之
種
、
朝
廷
贋
開
言
事
之

首
顧
明
刑
書
、
」
(
後
漢

若
懐
迷
不
反
、

書
巻
十
五
来
歴
侍
〉

と
い
う
の
で
あ
る
。
卸
ち
胃
頭
、

「
父
子
一
憧
、
天
性
自
然
、
」
と
孝

経
の
句
を
引
い
て
、
父
と
し
て
の
安
帝
が
子
で
あ
る
皇
太
子
に
天
性

自
然
の
愛
情
を
抱
か
な
い
こ
と
は
な
い
と
述
べ
、
し
か
も
「
以
義
割

思
矯
天
下
、
」
と
所
謂
る
大
義
滅
親
の
理
か
ら
、
皇
太
子
を
慶
さ
ね
ば
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な
ら
な
か
っ
た
苦
衷
を
述
べ
る
。
そ
し
て
一
縛
し
て
、
歴
な
ど
の
態

;
、
、
、

'
h
r

、‘
1v

、av

彼
ら
が
皇

度
を
非
難
し
て

「
外
見
忠
直
市
内
希
後
一帽、」

太
子
の
鹿
位
に
反
封
す
る
こ
と
は
忠
義
心
の
表
明
で
あ
る
よ
う
だ
が

、
貫
は
皇
太
子
が
将
来
天
子
の
位
に
卸
い
た
場
合
、
そ
れ
に
よ

っ
て

・
利
盆
を
得
ん
と
希
っ
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

言
葉
の
綾
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
が
、

一
面
、
鹿
太
子
事
件
を
め
ぐ

る
黛
涯
の
字
の
醜
さ
を
示
す
も
の
と
も
い
え
よ
う
。
そ
し
て
最
後
に

「
且
一
切
偲
貸
、

若
懐
迷
不
反
、

首
顕
明
刑
書
、
」
と
は
な
は
だ
強

盤
的
な
間
待
民
で
、
こ
の
詔
を
結
ん
で
い
る
。

こ
の
詔
書
が
出
る
と
、
鹿
太
子
反
封
一
阪
に
も
動
揺
が
生
じ
た
。

ず
持
作
大
匠
辞
陥
が
頓
首
し
て

「
宜
如
明
詔
、
」
と
朝
廷
側
に
折
れ

た
。
来
歴
は
こ
の
態
度
に
怒
り
、

「
属
通
諌
何
言
、
而
今
復
背
之
、
大
臣
来
朝
車
、
庭
園
事
、
回
復

耕
輔
若
此
乎
、
」
(
後
漢
書
巻
十
五
来
歴
停
〉

と
そ
の
弱
腰
な
態
度
に
叱
責
の
語
を
裂
す
る
が
、
大
勢
を
支
う
べ
く

も
な
く
、
最
後
に
は
歴
だ
け
が
取
り
蔑
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
結

局
歴
及
び
そ
の
兄
弟
は
官
を
克
ぜ
ら
れ
、
園
相
を
削
ら
れ
て
し
ま
っ

斯
く
て
こ
の
事
件
は
落
着
し
て
、
皇
太
子
は
済
陰
王
に
お
と
さ
れ
、

宮
中
の
徳
陽
殴
西
鍾
下
に
住
む
身
と
な
っ
た
。

八

鹿
太
子
事
件
が
あ
っ
て
牢
年
、
延
光
四
年
(
一
二
五
)
三
月
に
安

帝
は
間
伐
し
た
。

時
に
帝
は
南
巡
し
て
南
陽
地
方
に
い

た
。
帝
が
山
閥
、す
る
と
閤
氏
は
江
京
・
奨
豊
ら
と
園
り
、
帝
の
喪
を
護

年
三
十
二
。

す
る
時
期
を
相
談
し
た
。
そ
れ
は
前
年
皇
太
子
を
鹿
L
た
の
ち
、
北

郷
侯
蕗
を
皇
太
子
に
立
て
る
意
向
で
あ
っ
た
が
、
未
だ
正
式
に
は
決

定
し
て
い
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
濯
に
喪
を
聾
す
る
と
、
横
陰
王
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ま

保
が
擁
立
さ
れ
る
恐
れ
が
多
分
に
存
す
る
。
偲
に
そ
う
い
う
事
態
が

お
こ
れ
ば
、

今
ま
で
の
苦
心
は
水
泡
に
踊
す
る
。
そ
こ
で
彼
ら
は
、

こ
う
い
う
場
合
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
手
段
で
あ
る
が
、
帝
疾
甚
し

と
帯
し
て
、
恰
も
生
け
る
が
ご
と
く
に
帝
の
死
瞳
を
扱
い
、
洛
陽
に

還
っ
て
直
に
喪
を
琵
し
た
。
勿
論
鹿
太
子
の
身
で
あ
る
済
陰
王
は
、

父
帝
の
死
に
嘗
っ
て
も
、
般
に
上
り
梓
宮
に
親
し
く
臨
む
こ
と
も
で

き
な
い
。
悲
観
食
せ
ず
、
内
外
の
翠
僚
は
こ
れ
を
か
な
し
ま
な
い
も

つ
ま
正
当

っ
こ
o

q
t、
T
カ

T

一
方
閣
氏
は
「
久
専
園
政
、

貧
立
幼
年
、」
と
欲
し
て
、

議
定
通

り
済
北
王
誌
の
子
、
北
郷
侯
蕗
を
帝
位
に
つ
け
た
。
少
帝
で
あ
る
。



安
帝
の
死
に
よ
っ
て
、
後
漢
王
室
内
に
お
け
る
立
場
が
後
退
し
た
王

聖
一
涯
と
、
大
将
軍
秋
賓
と
が
相
阿
黛
す
る
に
座
し
て
、
少
帝
即
位

後
二
十
日
徐
り
で
宮
中
か
ら
一
掃
さ
れ
た
。
安
帝
の
皇
后
閣
氏
一
涯

の
み
が
宮
中
に
残
り
、
大
き
な
勢
力
と
な
ろ
う
と
し
た
。
そ
の
矢

先
、
延
光
四
年
十
月
に
少
帝
は
病
気
に
な
っ
た
。

所
で
閤
氏
を
取
巻
く
人
士
の
中
に
は
、
少
帝
擁
立
に
反
謝
し
て
い

る
人
が
あ
る
。
そ
れ
は
握
妥
で
あ
る
。
瑳
は
琢
郡
(
河
北
)
の
人
で
、

雀
胆
の
中
子
、
雀
寒
の
父
に
嘗
る
。
父
の
業
を
停
え
、
十
八
歳
の
と

天
官
歴
数
・
京
房
易
停
・
六
日
七
分

き
侍
中
買
遣
に
師
事
し
て
、

(
天
文
麿
算
の
術
)
に
明
ら
か
だ

っ
た
。
ま
た
馬
融
・
張
衡
と
よ
か

度
遼
将
軍
部
遜
に
辞
さ
れ

た
。
選
の
故
更
に
な

っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
郵
氏
謙
滅
後
克
ぜ
ら
れ

っ
た
。
年
四
十
で
始
め
て
郡
に
仕
え
、

て
園
に
踊
り
、

ふ
た
た
び
閣
顕
の
府
に
辞
さ
れ
た
。
額
の
府
に
は
彼

と
同
じ
よ
う
に
郵
遜
の
府
に
辞
さ
れ
、
部
氏
滅
亡
後
顧
の
府
に
辞
さ

れ
て
長
史
に
な
っ
て
い
た
巴
郡
安
漢
(
四
川
省
)
の
人
陳
聞
が
い

た
。
瑳
や
輔
が
額
の
府
に
辞
さ
れ
た
こ
ろ
、
麗
太
子
事
件
に
つ
づ
い

て
少
帝
擁
立
と
い
う
事
態
が
生
じ
た
。
理
は
少
帝
が
正
位
に
あ
ら
ず

し
て
後
嗣
に
立

っ
た
の
を
見
て
、
事
が
必
ず
破
れ
る
で
あ
ろ
う
と
考
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ふん、

一
歩
進
ん
で
少
帝
の
鹿
立
を
行
な
わ
せ
よ
う
と
し
た
。
し
か
し

額
は
毎
日
沈
酵
の
生
活
に
浸
っ
て
い
て
、
こ
れ
を
言
う
機
曾
が
な
い

ま
ま
に
、
或
日
開
に
向

っ
て
、
次
の
如
く
言
っ
た
。
後
漢
書
巻
五
十

二
雀
瑳
停
に
見
え
る
。

「
中
常
侍
江
京
・
陳
達
等
、

以
嬰
寵
惑
盛
先
帝
、

途
使
慶
期
正

統
、
扶
立
疎
華
、
」

と
、
先
ず
江
京
・
陳
達
ら
が
、
皇
太
子
を
慶
し
て
北
郷
侯
を
立
て
た

事
買
を
言
う
。
そ
し
セ
環
は
こ
こ
に
前
漢
呂
后
が
少
帝
を
立
て
た
事

を
想
起
す
る
。

『
少
帝
即
位
、
護
病
廟
中
、
周
勃
之
徴
、
於
斯
復
見
、
L

少
帝
が
卸
位
後
間
も
な
く
裂
病
し
た
こ
と
は
先
に
述
パ
た
。
周
一勃
と

は
事
新
し
く
述
べ
る
迄
も
な
く
、
前
漢
目
氏
の
凱
に
、
呂
氏
一
門
を

-79ー

討
伐
し
文
帝
を
擁
立
し
た
大
功
の
あ
る
人
で
、
後
の
二
句
で
少
帝
の

滅
ぶ
こ
と
を
顔
見
す
る
。
で
は
閣
氏
が
口
口
氏
の
二
の
舞
を
避
け
る
に

は
ど
う
す
る
か
。

「
今
欲
興
長
史
君
共
、
求
見
説
将
軍
、
白
太
后
、
牧
京
等
、
廃
少

帝
、
引
立
構
陰
主
、
必
上
嘗
天
心
、
下
合
人
室
、
伊
冨
之
功
、
不

下
席
而
立
、
則
将
軍
兄
弟
、
停
砕
於
無
窮
、
若
拒
違
天
意
、
久
瞭

神
器
、
則
将
以
無
罪
、
弁
護
元
悪
、
此
所
謂
繭
稿
之
曾
、
分
功
之

時、」
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と
い
う
の
で
あ
る
。
即
ち
閤
后
並
に
額
に
説
い
て
、
少
帝
を
鹿
し
、

慶
太
子
情
陰
王
と
結
ん
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
天
心
・
人
望
に
合
し
、

閣
氏
一
族
の
長
久
を
計
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
っ
た
。
な
お
こ
の
計
童

は
聞
が
猶
設
し
決
せ
ざ
る
聞
に
、
少
帝
が
莞
じ
、
後
述
の
如
く
、
孫

程
ら
の
ク
ー
デ
タ
ー
が
成
功
し
て
挫
折
し
、
閤
氏
は
失
脚
し
て
し
ま

っ
た
。

九

話
は
少
し
前
後
す
る
が
、
少
帝
の
遊
病
は
済
陰
王
を
取
り
巻
く
側

近
の
人
び
と
に
と

っ
て
は
見
逃
せ
な
い
機
曾
で
あ
る
。
こ
こ
に
側
近

涯
と
い
う
の
は
、
安
帝
の
場
合
と
同
じ
く
、
外
戚
・
宜
官
で
構
成
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
開
陰
王
の
場
合
、
外
戚
に
あ
た
る
家

は
な
い
の
で
、
宜
官
が
主
勢
力
を
占
め
て
い
る
。

こ
こ
に
宣
官
に
孫
程
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
彼
は
安
帝
の
時
中

黄
門
と
な
っ
て
、
長
柴
宮
に
給
事
し
、
王
聖
ら
と
と
も
に
郵
氏
を
失

脚
さ
せ
、
楊
震
を
自
殺
に
追
い
や
る
こ
と
に
も
力
を
示
し
、
さ
ら
に

皇
太
子
保
の
鹿
太
子
に
も
一
役
買
っ
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
が
、
少

帝
即
位
後
の
粛
政
に
は
、
ど
の
よ
う
な
工
作
を
行
な
っ
た
の
か
克
れ

て
い
た
。
そ
の
孫
程
が
、
少
帝
の
病
を
聞
く
と
、

か
つ
て
は
自
身
も

そ
の
鹿
位
に
は
一
役
果
た
し
た
梼
陰
王
に
逆
に
接
近
し
て
、
こ
れ
と

結
ぼ
う
と
し
て
活
動
を
開
始
し
た
。
程
は
先
ず
済
陰
王
謁
者
長
輿
渠

を
訪
れ
て
こ
れ
に
説
い
た
。

「
王
以
嫡
統
、
本
無
失
徳
、
先
帝
用
語
、
途
至
慶
開
、
若
北
郷
侯

不
起
、
相
輿
共
断
江
京
閤
顕
事
、
乃
可
成
、
」
(
後
漢
書
巻
七
十
八

孫
程
停
〉

と
。
渠
は
こ
れ
に
賛
成
し
た
。
文
、
中
黄
門
で
以
前
に
太
子
府
史
を

し
て
い
た
王
康
、
長
築
太
官
丞
の
王
国
ら
も
之
に
加
わ
っ
た
。

一
方

程
ら
の
こ
う
し
た
動
き
を
見
た
江
京
も
閤
顕
に
向
っ
て
、

「
北
郷
侯
病
不
解
、
園
嗣
宜
時
有
定
、
前
不
用
済
陰
玉
、
今
若
立
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之
後
、
心
首
怨
、

叉
何
不
早
徴
諸
王
子
、
筒
所
置
乎
、
」
(
後
漢
書

巻
十
下
閤
皇
后
紀
)

と
、
す
み
や
か
に
、
少
帝
の
後
繕
者
を
選
ぶ
こ
と
を
す
す
め
、
顕
も

賀
行
す
る
暇
も
な
い
中
に
少
帝
は
死
亡
し

」
れ
に
同
意
し
た
が
、

R

-

。

ふ
れ

江
京
と
閤
顕
ら
は
直
に
諸
園
の
王
子
を
徴
し
て
、
そ
の
中
か
ら
後

繕
者
を
選
ぼ
う
と
し
た
。
こ
の
時
そ
の
意
中
に
は
、
酒
北
・
阿
間
王

の
子
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
の
は

(
後
漢
紀
)
、

少
帝
の
場
合
な
ど

か
ら
考
え
て
、
嘗
然
の
結
果
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
に
先
ん
じ



て
孫
程
ら
十
九
人
の
ク
ー
デ
タ
ー
が
成
功
し
、
順
帝
が
即
位
す
る
に

い
た
っ
た
。
帝
十
一
歳
の
事
で
あ
る
。

な
お
程
ら
の
動
き
と
は
別
に
、

種
数
涯
の
中
に
も
李
部
を
中
心

に
、
順
帝
擁
立
の
運
動
が
進
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
程
に
先

ん
じ
ら
れ
て
、
陽
の
目
を
み
な
か
っ
た
。

+ 

順
帝
即
位
と
同
時
に
、
論
功
行
賞
が
行
わ
れ
た
。
孫
程
ら
十
九
人

が
封
侯
を
得
た
こ
と
は
、
宜
官
封
侯
の
始
と
し
て
有
名
で
あ
る
。

い
で
帝
が
か
つ
て
皇
太
子
を
慶
さ
れ
た
時
、
帝
の
た
め
に
猛
烈
な
反

封
運
動
を
お
こ
し
て
い
た
人
が
好
遇
を
得
た
。

り
、
来
歴
は
衛
尉
よ
り
更
に
車
騎
将
軍
に
、
朱
俣
は
司
徒
に
任
じ
ら

桓
鷲
は
太
侍
と
な

れ
た
。
ま
た
融
調
・
闇
丘
弘
・
劉
珪
・
郵
安
世
ら
は
す
で
に
死
ん
で

い
た
の
で
、
代
っ
て
そ
の
子
が
郎
と
な
っ
た
。
施
延
・
陳
元
・
趨
代

等
ば
公
卿
に
な
っ
た
。
ま
た
楊
氏
に
封
し
て
は
、
震
の
忠
を
嘉
し
て

改
め
て
葬
謹
を
行
な
う
こ
と
が
許
さ
れ
、
部
氏
に
謝
し
で
も
、
順
帝

は
郵
太
后
の
養
育
の
恩
に
感
じ
て
登
用
を
行
っ
た
。
そ
し
て
揚
震
ら

と
と
も
に
郵
鴎
の
府
に
辞
さ
れ
、
都
民
失
脚
の
際
に
は
そ
れ
を
痛
み
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迫
訟
を
行
っ
て
官
を
退
い
て
い
た
朱
寵
が
太
尉
と
な
っ
て
尚
書
事
を

録
し
た
。

い
わ
ば
政
治
の
中
掘
に
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
寵
は
等
間

的
に
は
、
桓
都
の
門
人
で
あ
っ
た
か
ら
、
欧
陽
尚
書
家
と
考
え
ら
れ

る。
次
に
孫
程
ら
と
は
別
に
順
帝
擁
立
に
努
め
た
一
涯
の
人
に
つ
い
て

述
べ
よ
う
。
こ
の
運
動
の
指
導
的
地
位
を
占
め
て
い
た
の
は
司
徒

ρ

李
部
、
少
府
の
陶
範
、
歩
兵
校
尉
趨
直
ら
で
あ
る
。

直
は
南
陽
町

"? 

人
。
来
腫
ら
と
鹿
太
子
を
行
う
こ
と
に
反
封
し
で
い
た
越
代
の
子

で
、
後
漢
開
園
期
の
功
臣
趨
意
の
孫
に
あ
た
る
。
ま
た
李
部
は
漢
中

南
鄭
の
人
。
父
の
韻
は
博
士
官
に
陸
っ
て
い
る
。
部
は
五
経
に
通

じ
、
河
洛
風
星
の
術
に
も
長
じ
て
い
た
。
安
帝
の
時
三
公
に
任
じ
ら

れ
、
部
の
子
園
は
順
帝
時
代
理
教
涯
の
代
表
と
し
て
活
躍
し
た
。

- 81ー

さ
て
順
帝
は
そ
の
後
十
九
年
の
間
天
子
の
位
に
あ
り
、
そ
の
初
制
刺

に
お
い
て
は
人
材
を
登
用
し
て
政
治
に
あ
た
ら
せ
た
。
も
と
も
と
彼

は
怜
閑
な
頭
脳
を
持
っ
た
少
年
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
資
質

の
持
主
で
あ
っ
た
と
い
う
、
個
人
的
な
理
由
の
ほ
か
に
、
突
の
如
き

原
因
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
順
帝
即
位
の
時
に
、
宜
官
の
力
が
大

い
に
興
っ
て
い
た
と
は
い
え
、
そ
れ
と
同
時
に
理
教
涯
と
目
さ
れ
る

人
び
と
が
、
宮
廷
内
に
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
た
と
い
う
事
で
あ

る
。
彼
ら
瞳
教
振
は
儒
教
的
教
養
を
身
に
つ
け
て
い
る
。
そ
し
て
そ
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の
出
身
は
決
し
て
或
る
一
つ
の
地
方
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

地
域
に
よ
り
中
央
に
迭
り
こ
ま
れ
た
者
に
量
的
な
差
は
あ
っ
て

tm

原
則
的
に
は
中
圏
全
地
方
か
ら
の
出
身
者
で
占
め
ら
れ
る
筈
で
あ

る
。
し
か
も
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
に
お
い
て
は
輿
論
の
指
導
者

で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
贋
い
さ
さ
え
を
持
っ
た
人
び
と
が
宮
中
に
多

く
進
出
し
て
き
て
、
帝
の
輔
導
を
な
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
も
う

一
つ
は
、
順
帝
の
初
期
に
は
外
戚
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
外
戚
そ
の
も
の
は
、
特
に
後
漢
に
お
い
て
は
、
儒
教
的
教
養

と
い
う
貼
か
ら
み
れ
ば
、
理
教
振
と
よ
ば
れ
る
も
の
に
く
ら
べ
て
、

そ
う
遜
色
の
あ
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

し
か
し
政
治
の
櫨
力

に
も
っ
と
も
近
い
所
に
あ
る
と
い
う
貼
で
、
政
治
に
容
吸
し
こ
れ
を

混
乱
に
導
く
大
き
な
動
因
と
も
な
り
得
る
。
外
戚
と
官
官
は
目
前
の

利
害
に
お
い
て
相
封
立
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
理
教
的
世
界
に
立
て

ば
、
結
局
は
政
治
を
凱
す
も
の
と
の
レ
ッ
テ
ル
を
は
る
こ
と
が
で
き

る
。
順
帝
の
初
期
に
あ
っ
て
は
外
戚
が
存
在
せ
ず
、
宜
官
も
擁
立
の

功
が
あ
り
な
が
ら
、
鵡
数
涯
に
押
さ
れ
が
ち
の
面
が
あ
っ
た
。
そ
こ

に
は
蹟
太
子
事
件
反
謝
の
さ
い
に
見
ら
れ
た
と
お
り
、
宜
官
が
悪
い

よ
き
輔
導
者
を
選
ぶ
べ
き
で
あ

る
と
い
う
主
張
が
な
お
一
貫
し
て
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
の
現

の
で
、
太
子
自
身
に
は
罪
が
な
い
。

れ
と
し
て
、
可
隷
校
尉
虞
詞
と
宣
官
の
封
立
、
或
は
持
作
大
匠
程
輔

の
活
動
が
翠
げ
ら
れ
る
。

+ 

虞
訊
は
陳
闘
(
河
南
省
)
の
人
。
獄
吏
の
家
に
育
ち
、
尚
書
に
通

じ
て
太
尉
李
惰
の
府
に
辞
さ
れ
た
。
そ
の
後
部
太
后
に
認
め
ら
れ
武

都
太
守
に
任
じ
ら
れ
た
が
、
法
に
座
し
て
亮
ぜ
ら
れ
た
。

し
か
し
楊

震
が
自
殺
し
た
こ
ろ
に
は
侍
御
史
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
来
歴
は
侍
御

史
虞
割
に
向

っ
て、
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「秋
賓
託
元
男
之
親
、
策
寵
過
厚
、

不
念
報
園
恩
、
而
傾
側
姦
臣
]

謹
奏
楊
公
、
傷
害
忠
良
、
其
天
網
亦
将
至
突
、
」

と
語
っ
た
事
が
来
歴
俸
に
見
え
あ
。
彼
の
お
お
よ
そ
の
傾
向
を
知
る

事
が
で
き
る
。
そ
れ
放
に
、
順
帝
印
位
後
直
ち
に
司
隷
校
尉
に
抜
擢

さ
れ
た
。
彼
は
司
隷
校
尉
に
任
ぜ
ら
れ
る
や
数
月
の
聞
に
大
停
滞

石
・
太
尉
劉
意
・
中
常
侍
程
瑛
・
陳
乗
・
猛
生
・
李
閏
ら
を
弾
該
し
、

公
か
ら
、

「
詞
盛
夏
多
拘
繋
無
事
、

局
吏
人
患
、
」

(
後
漢
書
巻
五
十
八
虞

調
停
)
と
上
奏
さ
れ
た
。
さ
ら
に
彼
は
中
常
侍
張
防
が
檎
勢
を
用
い

て
つ
ね
に
請
託
受
取
す
と
廷
尉
に
訴
え
、
こ
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
安



帝
が
撲
豊
ら
を
重
用
し
て
紅
慶
を
滅
す
一
歩
手
前
に
ま
で
到
っ
た
こ

と
の
二
の
舞
に
な
る
こ
と
を
憂
う
と
言
い
、
絡
に
防
と
そ
の
一
涯
と

を
朝
廷
か
ら
追
放
し
た
。
こ
の
間
の
雨
涯
の
字
い
の
経
過
は
後
漢
書

の
停
に
詳
し
い
。

次
に
程
酷
で
あ
る
が
、
彼
は
賓
漢
錐
(
四
川
省
)
の
人
で
あ
る
。

華
陽
園
志
に
も
錐
の
姓
族
と
し
て
翠
氏
は
鐸
・
李
・
郭
の
三
氏
と
並

@
 

‘
ん
で
翠
げ
ら
れ
て
い
る
。
後
漢
書
君
輔
停
に
よ
る
と
、
彼
の
家
は
四

世
詩
を
俸
え
、
彼
自
身
は
老
子
を
好
み
尤
も
園
緯
を
善
く
す
る
と
あ

り
、
華
陽
園
志
に
は
同
郡
の
段
騎
に
園
緯
の
術
を
撃
び
、
天
官
に
明

な
る
を
以
て
侍
中
尚
書
に
な
っ
た
と
見
え
る
。
安
帝
親
政
後
も
秋
賓

及
び
闘
頼
が
権
勢
を
慾
に
し
て
い
る
こ
と
を
諌
め
て
い
る
が
、
そ
の

上
疏
中
に
は
老
子
が
引
か
れ
、
緯
霊
園
、
い
か
援
用
さ
れ
て
彼
の
撃
聞
の
傾

向
を
示
し
て
い
る
。
順
帝
卸
位
と
共
に
光
線
大
夫
に
弄
さ
れ
終
作
大

匠
に
遷
っ
た
。
彼
は
財
政
整
理
に
敏
腕
を
振
っ
た
よ
う
で
、

「
損
省
経
用
歳
息
四
五
千
高
、
屡
因
災
異
多
所
匡
正
、
」
(
後
漢
書

巻
五
十
八
期
信
輔
停
〉
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と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
権
貴
に
忌
ま
れ
謹
告
さ
れ
て
官
を
退

⑮
 

い
た
。
そ
の
後
郷
里
に
あ
っ
て
教
育
に
従
事
し
て
い
た
が
、
張
楢
と

共
に
反
を
謀

っ
た
と
迫
訟
さ
れ
た
。
勿
論
こ
れ
は
事
貫
無
根
と
し
て

樺
さ
れ
た
。

順
帝
の
こ
ろ
よ
り
地
方
名
望
家
が
政
界
に
進
出
し
、
構
臣
側
か
ら

は
虚
名
を
像
ん
で
貫
際
に
盆
な
し
と
い
う
非
難
宣
俸
が
起

っ
て
い
る

⑮
 

が
、
鹿
参
停
に
も
見
え
る
よ
う
に
、

「
是
時
、
三
公
之
中
、
参
名
忠
直
、
数
矯
左
右
所
陥
虫
、
」

と
雨
振
の
封
立
は
甚
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
鵡
教

涯
の
進
出
が
目
ざ
ま
し
く
、
植
臣
側
を
不
安
に
お
と
し
入
れ
た
わ
け

で
、
活
障
の
言
の
如
く
櫨
数
涯
の
中
に
は
野
に
あ
っ
て
は
名
撃
を
有

そ
れ
が
買
力
の
件
は
な
い
虚
名
で
あ
っ
て
、
貫
際
政
治
の

し
て
も
、
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衝
に
あ
た
っ
て
は
無
力
と
い
う
か
、
或
は
か
え
っ
て
有
害
な
も
の
(
例

え
ば
奨
英
の
如
き
)
も
あ
っ
た
ろ
う
が
(
方
術
惇
論
)
、
こ
れ
を
以

て
全
瞳
に
及
ぼ
す
事
は
早
計
の
識
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
順
帝
初
期
の
政
治
傾
向
を
示
す
も
う
一
つ
の
事
件
と
し
て
孫

程
排
撃
事
件
が
あ
っ
た
。
程
は
順
帝
を
帝
位
に
つ
け
る
に
あ
た
っ
て

は
、
功
績
の
大
き
か
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
騎
恐
が
甚
し
く
、

干
凱
惇
逆
と
劾
奏
さ
れ
、
官
を
克
ぜ
ら
れ
て
蓮
田
脚
に
徒
封
さ
れ
よ
う

と
し
た
。
擁
立
の
功
あ
る
孫
程
で
す
ら
購
洛
な
れ
ば
追
放
を
ま
ぬ
が

れ
な
か
っ
た
。
琉
石
に
そ
れ
に
封
し
て
は
、
周
翠
・
朱
俣
ら
の
擁
立

の
功
を
忘
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
議
論
が
お
こ

っ
て
、
程
は
許
さ
れ
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Tこ
さ
て
こ
の
順
帝
の
治
世
も
、
陽
嘉
元
年
(
一
三
二
)
皇
后
に
梁
氏

を
立
て
た
こ
ろ
か
ら
崩
れ
て
来
る
。
本
紀
を
見
れ
ば
こ
の
年
よ
り
急

に
地
方
に
妖
観
が
瀕
裂
し
、
災
異
が
現
れ
て
来
る
こ
と
に
気
づ
く
。

妖
凱
や
災
異
は
順
帝
後
牢
の
治
世
の
襲
調
の
兆
し
を
象
徴
す
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
順
帝
の
時
代
に
は
、

最
初
に
も
述
べ
た
よ

う
に
、
所
謂
る
盟
教
波
の
人
び
と
の
議
論
は
な
お
さ
か
ん
に
行
な
わ

れ
、
中
央
に
あ

っ
て
も
な
お
漢
安
元
年
三
四
二
〉
の
入
使
巡
行
の

翠
の
如
き
も
の
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

十

代
清
白
|
|
祖
父

・
父
の
三
代
に
渡
っ
て
賎
業
に
従
事
し
て
い

科
翠
受
験
の
際
の
歓
く
、べ
か
ら
ざ
る
資
格
で
あ
っ

た
。
そ
の
裏
に
は
三
世
代
を
経
な
い
と
、
本
首
に
士
大
夫
と
し
て
の

数
養
が
身
に
つ
い
た
も
の
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
が
存
す
と

な
い
こ
と
は
、

さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
車
に
個
人
の
教
養
と
い
う
事
だ
け
で
な
く
、
世

曾
現
象
に
も
臆
用
し
う
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
。

一
王
朝
の
輿

躍
を
こ
の
ど
う
な
観
黙
か
ら
考
察
す
る
こ
と
は
勿
論
凱
暴
な
議
論

で
、
か
る
が
る
し
く
口
に
出
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、

私
に
と
っ
て
は
甚
だ
魅
力
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
後
漢
王
朝
は
三
世

代
H
約
百
年
を
経
た
こ
ろ
、
園
初
以
来
の
鰹
術
主
義
は
よ
う
や
く
、

貸
く
浸
透
し
、
首
時
の
政
治
的
混
凱
を
匡
救
す
る
べ
く
、
こ
れ
ら
程

術
主
義
を
身
に
お
び
た
人
人
が
朝
廷
要
路
に
進
出
し
て
来
た
。
本
稿

は
順
帝
の
邸
位
に
到
る
ま
で
の
経
緯
を
追
い
な
が
ら
、
所
謂
る
雄
教

涯
と
、
宜
官

・
外
戚
涯
と
の
封
立
と
、
人
間
関
係
を
主
と
し
て
考
察

し
た
も
の
で
あ
る
。

一
盟
、
後
漢
王
朝
は
秦
漢
時
代
の
最
後
の
時
期
と
し
て
、
古
代
帝

-84-

園
的
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
、
巴
一
躍
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
中
央

・
地
方
を
通
じ
て
の
政
治
組
織
|
|
三
公

・
九
卿

・
郡
園

制
、
或
は
租
税
制
度
・
土
地
制
度
(
そ
れ
ら
は
充
分
に
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
が
)
、
何
れ
も
統
一
園
家
の
維
持

・
強
化

を
目
的
と
し
て
作
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
秦
始
皇
・
漢
武
帝
に
よ
っ

て
完
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ス
こ
れ
を
繕
承
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、

ひ
る
が
え
っ
て
後
漢
の
政
治
の
貫
情
を
み
て
い
く
と
、

事
態
は
必
ず
し
も
制
度
が
規
定
し
た
方
向
に
進
ん
で
い
る
と
は
い
え

な
い
。
或
は
、
前
漢
武
帝
の
時
頂
黙
に
達

L
た
瞬
間
に
、
中
園
の
古

代
帝
国
は
崩
れ
は
じ
め
た
と
い

っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
武
帝
以
後
の
前



漢
王
朝
の
に
な
っ
た
問
題
は
、
地
方
に
お
け
る
「
郷
曲
に
武
断
す
る

輩
」
の
処
置
で
あ
る
。
諸
侯
王
の
政
治
力
・
経
済
力
・
軍
事
力
を

抑
え
、
統
一
園
家
を
名
貰
と
も
に
完
成
し
た
武
帝
の
時
、
早
く
も
限

田
策
が
董
仲
野
に
よ
っ
て
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
象
徴
的
で
、
そ
れ

以
後
の
漢
王
朝
の
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
く
。
た
だ
前
漢
時
代
に

t土

」
れ
ら
豪
族
の
勢
力
は
、

し
だ
い
に
自
由
農
民
を
傘
下
に
お
さ

め
て
、
自
由
農
民
に
財
政
の
基
礎
を
お
く
園
家
経
済
に
影
響
を
輿
え

る
よ
う
に
は
な
る
が
、
ま
だ
豪
族
勢
力
は
、
統
一
王
朝
を
分
裂
さ
す

方
向
に
だ
け
動
く
も
の
で
な
か
っ
た
。

さ
て
、
後
漢
王
朝
の
建
設
が
、
理
想
主
義
的
な
復
古
思
潮
に
よ
る

王
葬
の
政
治
に
反
挺
し
た
、
「
劉
氏
復
興
」
の
世
論
に
乗
り
、
し
か
も

結
局
は
豪
族
連
合
の
形
を
と
っ
て
し
か
果
さ
れ
な
か
っ
た
所
に
、
後

漢
時
代
の
抱
く
矛
盾
が
内
在
し
て
い
た
。

豪
族
|
|
郷
曲
に
武
断
す

る
も
の
、
そ
れ
は
究
極
に
は
統
一
政
治
を
乱
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の

豪
族
と
の
連
合
に
よ
る
王
朝
の
復
興
は
、
劉
氏
が
統
一
帝
閣
の
君
主

と
し
て
、
将
来
統
一
政
治
を
推
し
進
め
て
行
こ
う
と
す
れ
ば
す
る
程

矛
盾
を
明
に
し
(
雨
者
の
聞
に
衝
突
の
起
る
こ
と
を
ま
ぬ
が
れ
な
く

す
る
。
豪
族
の
中
で
外
戚
は
逸
早
く
後
漢
政
権
と
連
合
し
、
貴
族
化

し
か
し
そ
の
他
の
地
方
豪
族
は
、
後
漢
時
代
に
あ
っ
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し
て
い
っ
た
吋

て
は
ま
だ
自
力
で
濁
立
す
る
ほ
ど
の
力
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ

の
結
果
後
漢
の
王
朝
に
依
存
し
つ
つ
、
そ
の
勢
力
を
伸
張
し
て
い
か

ね
ば
な
ら
な
い
。

と
同
時
に
そ
れ
は
諸
豪
族
聞
の
競
宇
を
意
味
す

る
。
そ
の
た
め
に
取
ら
れ
る
手
段
は
、
後
漢
朝
廷
に
官
吏
と
し
て
入

り
こ
ん
で
、
政
治
的
勢
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
後

漢
王
朝
の
側
か
ら
い
え
ば
、
国
家
檀
制
を
維
持
す
る
た
め
の
手
段
で

も
あ
っ
た
。
豪
族
は
そ
の
勢
力
を
養
う
た
め
に
後
漢
王
朝
に
入
り
込

む
の
で
あ
る
か
ら
、
園
家
が
存
績
し
て
い
《
こ
と
を
必
要
と
す
る
。

こ
こ
に
豪
族
は
、
儒
教
的
教
養
と
政
治
的
必
要
か
ら
、
王
室
を
倉
ぶ

こ
と
を
表
明
し
つ
つ
行
動
す
る
。

。。

と
こ
ろ
で
豪
族
が
朝
廷
に
進
出
し
て
く
る
と
、
こ
こ
に
天
子
の
側

近
に
巣
く
う
宜
官
勢
力
と
封
立
す
る
。
宣
官
は
寧
に
天
子
の
側
近
に

あ
っ
て
、
政
治
に
容
啄
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
い
。
彼
ら
は
恥
ず
べ

き
刑
に
慮
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
自
ら
志
願
し
た
も
の
は
、
儒
家

の
倫
理
、
し
か
も
最
も
根
本
に
あ
る
孝
道
に
そ
む
く
行
矯
を
な
し
た

者
で
あ
る
。
儒
家
道
徳
の
質
践
者
を
も
っ
て
任
、
ず
る
豪
族
の
代
表
者

た
ち
が
、
こ
れ
を
二
重
の
意
味
で
憎
悪
す
る
の
も
首
然
で
あ
ろ
う
一

こ
う
し
て
外
戚
を
含
め
て
の
豪
族
間
の
字
い
、
豪
族
聞
の
封
立
は
次

第
に
激
化
す
る
。
特
に
二
世
紀
に
な
っ
て
、
天
子
の
夫
逝
と
い
う
や
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や
偶
然
的
な
原
因
も
入
っ
て
き
て
拍
車
が
加
え
ら
れ
た
。
順
帝
が
皇

太
子
を
一
た
ん
慶
さ
れ
、
再
び
帝
位
に
つ
く
に
至
る
裏
に
は
、
右
の

よ
う
な
時
代
の
傾
向
が
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

註

日
知
録
巻
十
三
「
雨
漢
風
俗
」

廿
ニ
史
劉
記
各
五
「
東
漢
尚
名
節
」

内
藤
虎
次
郎
「
中
国
中
世
の
枇
曾
と
文
化
」
(
弘
文
堂
)

岡
崎
文
夫
「
競
畜
南
北
朝
通
史
」
外
篇
(
弘
文
堂
)

宮
崎
市
定
「
漢
末
風
俗
」
(
ア
ジ
ア
史
研
究
第
二
所
収
)

廿
二
史
劉
記
谷
四
「
東
漢
諸
帝
多
不
永
年
」
「
東
漢
多
母
后
臨
朝
外
藩

入
総
」

費
后
の
母
は
枇
陽
公
主
で
、
公
主
は
后
と
共
に
、
慶
太
子
の
事
件
の
主

謀
者
で
あ
る
が
、
賓
は
公
主
の
父
は
駿
太
子
強
(
東
海
王
〉
で
あ
る
。

梁
貴
人
は
安
定
の
人
(
甘
粛
省
)
。
梁
統
の
孫
に
嘗
り
、
伯
父
松
は
舞

陰
公
主
に
尚
し
て
い
る
。
舞
陰
公
主
は
光
武
帝
の
女
で
あ
る
。
(
母
は

木
詳
)
乙
れ
を
図
示
す
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

郭
皇
后
-一

|
東
海
王
彊
l
1
1
枇
陽
公
主

i
一

一

丁

賓

皇

后

|

一

光

武

帝

日

い

|

舞

除

公

主

|

一

勲

|

一

一

日

和

帝

松

1

一

章

帝

川

|

『

下
一
和
帝

梁
貴
人
|
一
一

宋
貴
人
'
|
|
「
清
河
王
慶

① ② ③ 

草壁

梁

線

③①  

廿
ニ
史
劉
記
容
四
「
東
漢
慶
太
子
皆
保
全
」

秋
氏
と
後
漢
王
室
と
の
闘
係
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

秋
況
h
j
l
会
|
|
忠
l
l
l
鴻
1
1
1
1
良

一
|
野
|
|
製
一
|
安
一
一

=

1

1

一

=

明
帝
|
1
隆
慮
公
主
一
秋
貴
人
一
|
漢
陽
公
主

一

一

一

一

「

章

帝

l
|清
河
王
慶
l
「
安
帝

③ 

卒
原
王
は
徳
を
さ
す
か
、
翼
な
の
か
よ
く
分
ら
な
い
。
後
漢
書
孫
震
胸
骨

(
省
七
十
八
官
者
縛
)
に
は
「
欲
駿
帝
立
卒
原
王
徳
」
と
み
え
る
。
し

か
し
通
鑑
や
哀
宏
後
漢
紀
は
、
翼
を
さ
す
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
な

お
得
が
現
じ
た
の
は
永
初
六
年
で
、
保
が
太
子
に
立
つ
前
年
で
あ
り
、

郵
太
后
の
死
に
先
立
つ
こ
と
二
年
で
あ
る
。

永
初
中
に
司
徒
と
な
っ
た
の
は
魯
恭
(
元
年
三
月
|
三
年
三
月
)
夏
動

(
三
年
四
月
l
元
初
三
年
十
二
月
〉
の
ニ
人
で
、
動
の
後
が
劉
慢
で
あ

る
。
従
っ
て
忠
は
恭
か
動
何
れ
か
の
故
吏
に
あ
た
る
。
恭
は
前
掲
拙
稿

K
鋪
れ
た
通
り
、
魯
の
傾
公
の
後
と
い
わ
れ
世
二
千
石
の
家
で
あ
っ

た
。
恭
は
魯
詩
を
習
い
、
白
虎
通
議
に
も
参
加
し
た
。
「
恭
再
在
公
位
、

選
降
高
第
、
至
列
卿
郡
守
者
、
数
十
人
:
:
:
」
(
後
漢
書
巻
二
十
五
魯
恭

停
)
と
い
わ
れ
る
。

ま
た
勤
は
幕
春
(
安
徽
省
〉
の
人
で
、
融
持
悔
の
弟
子
に
あ
た
る
。
慨
は

春
秋
事
者
で
張
甥
の
師
で
あ
り
、
張
婚
も
亦
そ
の
門
下
で
あ
る
ζ

と
前

掲
拙
稿
で
述
べ
た
。

劉
慣
は
前
漢
宣
帝
の
子
楚
孝
王
の
玄
孫
で
あ
る
。
彼
は
嘗
て
丁
鴻
の
門

下
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
丁
鴻
は
桓
策
の
弟
子
で
あ
る
こ
と
は
前
掲

po 。。

⑦ ③ 
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拙
稿
に
鯛
れ
た
。
き
す
れ
ば
慢
は
陳
会
・
楊
倫
と
共
に
丁
鴻
の
同
円
で

あ
る
。
桓
祭
は
欧
陽
尚
書
(
今
文
)
の
家
で
あ
り
、
そ
の
撃
は
了
鴻
・

陳
禽
と
授
受
さ
れ
る
が
倫
は
古
文
尚
書
を
鴻
か
ら
習
っ
た
と
そ
の
停
に

見
え
る
。
今
文
筆
者
に
し
て
古
文
撃
を
傍
修
す
る
も
の
も
後
漢
に
は
多

か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
慣
が
鴻
か
ら
古
今
何
れ
の
間
半
を
国
字
ん
だ
か

は
不
明
で
あ
る
。

③ 

土
替
市
と
は
、
王
充
が
論
衡
制
時
篤
に
、

「
世
俗
起
土
輿
功
、
歳
月
有
所
食
、
所
食
之
地
必
有
死
者
・
・
:
」

と
言
っ
て
い
る
。

乙
う
し
た
場
合
の
曾
議
の
構
成
に
つ
い
て
は
久
村
因
「
漢
代
の
遷
萄
刑
」

(
東
洋
祭
報
第
三
十
七
省
第
二
貌
〉

公
羊
事
が
竹
島
に
載
せ
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
時
、
従
来
翠
者
が
停
え
て

い
た
格
言
な
ど
を
多
く
取
り
入
れ
た
。

狩
野
直
喜
「
雨
漢
撃
術
考
L

(
筑
摩
書
房
一
九
六
四
〉

安
帝
の
初
期
に
は
三
年
の
喪
を
行
う
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
の
議
論
が

あ
っ
た
。
こ
う
し
た
種
類
の
議
論
は
大
趨
K
お
い
て
、
正
論
涯
の
負
け

と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
前
述
の
三
年
の
喪
に
つ
い
て
も
「
宣
官
之
を

便
と
せ
ず
」
と
い
う
の
が
結
論
に
な
っ
て
い
る
。

⑬ @ ⑫ 

⑬ 

ハ
聖
心
女
子
大
暴
論
叢
二
十

⑬ 

拙
稿
「
車
中
陽
園
志
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
」

一

)
後
漢
の
中
期
、
総
出
身
の
活
鰐
が
目
立
っ
て
い
る
。
爾
と
直
接
の
関
係

は
な
い
が
、
張
飴
ら
の
グ
ル
ー
プ
が
維
の
出
身
で
あ
る
こ
と
は
拙
稿

κ

述
べ
た
。

⑬ 

張
稽
は
註
⑬
に
鍋
れ
た
錐
グ
ル
ー
プ
の
中
心
張
載
の
子
で
、
順
帝
の
始

に
組
数
涯
が
多
く
召
し
出
さ
れ
た
時
、
そ
の
選
衡
の
仕
に
嘗
っ
た
人
で

あ
る
。

⑬
岡
崎
文
夫
「
貌
畜
南
北
朝
通
史
」
(
四
頁
〉

本
稿
は
か
つ
て
京
都
大
拳
東
洋
史
大
察
院
曾
(
奮
制
)
の
解
散
に
韓
国
っ
て

起
稿
し
た
も
の
に
加
筆
補
訂
を
行
っ
た
。
大
皐
院
在
由
学
中
御
指
導
に
あ
ず
か

っ
た
宮
崎
・
田
村

・
佐
伯

・
羽
田
の
各
教
授
、
佐
藤
助
数
授
及
ぴ
大
皐
院
曾

に
出
席
さ
れ
て
い
た
悶
摩
誇
先
輩
に
厚
く
感
謝
す
る
。
そ
れ
と
と
も
に
本
稿

加
筆
中
丸
善
石
油
株
式
曾
枇
よ
り
字
都
宮
清
吉
教
授
を
代
表
と
す
る
「
中
圏

中
世
貴
族
枇
曾
の
櫨
系
的
研
究
と
資
料
蒐
集
」
に
封
し
て
科
撃
奨
励
金
が
授

奥
さ
れ
た
。
そ
の
報
告
の
一
部
を
も
粂
ね
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
い
。

(
補
)
後
漢
歴
代
の
皇
帝
が
、
何
放
で
皇
太
子
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
明
帝

は
東
海
王
彊
が
慶
さ
れ
た
あ
と
、
皇
太
子
に
な
っ
た
の
で
時
に
十
六
晶
酷
で
あ

っ
た
が
、
彊
は
一
裁
で
皇
太
子
に
立
っ
て
い
た
。
章
立
市
は
四
歳
、
駿
太
子
慶

は
二
歳
、
援
が
廃
さ
れ
た
後
皇
太
子
に
立
っ
た
和
帝
は
四
歳
で
あ
る
。
古
物

帝
、
安
帝
、
少
帝
は
皇
太
子

K
立
た
ず
に
邸
位
し
た
。
そ
の
理
由
は
文
中
に

明
で
あ
る
。
と
う
し
て
見
て
く
る
と
保
が
五
歳
に
な
り
、
し
か
も
時
の
皇
帝

安
帝
の
唯
一
の
子
で
あ
り
な
が
ら
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
な
か
っ
た
乙
と
は
、

後
漢
王
朝
と
し
て
は
異
例
に
廃
す
る
ζ

と
と
思
わ
れ
る
。
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